
議会運営委員会議会改革検討小委員会

次   第

                 日時：令和７年８月 19 日(火)

                                  議会運営委員会理事会終了後

                                場所：議 会 運 営 委 員 会 室

１ 開 会

２ 令和７年度の検討の進め方について

３ その他

※次回開催予定：９月４日（木） 議会運営委員会終了後

４ 閉 会



資料１

令和７年６月 27日

議会改革に関する諮問書

○ 京都府議会は、これまでから、府民のための議会のあり方を求めて

議論を重ね、政策提案機能・監視機能の充実や開かれた議会の実現に

向け、さまざまな議会改革の取組を実施してきたところであります。

○ しかし、議会改革には終着点はなく、これまで以上に府議会の機能

を発揮し、府民からの関心を高めていくには、委員会等での議論の充

実や府議会への理解を更に促進していく必要があります。

○ 委員会等での議論の充実のための取組としては、これまでから委員

間討議の実施等、特別委員会の運営方法の見直しや政策提言型特別委

員会の導入などを行ってきましたが、今後は更に課題設定の段階から、

より時宜にかなったものを選定できるよう、各議員が知見を持ち寄り

議論していくことが重要であると考えます。

〇 また、府議会への理解の促進のために、政務活動費の透明性の向上

や費用弁償の見直しなどを行ってきましたが、府民に選ばれた代表と

しての議員のあり方そのものについても、しっかりと議論をし、府民

に説明していかなければならないと考えております。

〇 以上を踏まえ、議会改革の課題として、次の検討をお願い致したい。

１ 特別委員会の調査事項についての議論を促進するために、政策調

整機能を充実し、強化するための取組を検討されたい。

２ 府民への理解を促進するための京都府議会の選挙区・定数のあり

方について検討されたい。



資料２

議長諮問事項に係る検討の順序について（案）

１ 議長諮問事項

（１）特別委員会の調査事項についての議論を促進するために、政策調整機能を充実し、

強化するための取組を検討されたい。

（２）府民への理解を促進するための京都府議会の選挙区・定数のあり方について検討さ

れたい。

２ 検討の順序について

（１） 政策調整機能の充実・強化

  特別委員会の調査事項の検討の仕組みについての検討

     

（２） 京都府議会の選挙区・定数のあり方について

    （１）に係る答申後に検討を開始し、令和８年９月定例会中の補正予算等議決日までを目

途に取りまとめを行う。



資料３

名　　称 調　査　事　項 委員定数

安心・安全な暮らしに
自然災害に対する防災・減災対策、複雑化する犯罪

への対応､感染症に備えた保健・医療・介護体制の構
築など、府民の安心・安全の実現に向けた施策につい
て調査し、及び研究する。

１２人

子育て環境の充実に

出会い、結婚、妊娠、出産、保育・教育及び就労に
至るまでの子育て環境の充実のための施策（貧困対
策、ひとり親家庭対策、ひきこもり対策、児童虐待対
策及びいじめ対策を含む。）について調査し、及び研
究する。

１２人

魅力ある地域づくりに
大学の知と学生の力を取り入れた地域活性化、観光

やスポーツを通じた様々な交流機会の拡大など、地域
のポテンシャルの向上を目指した魅力ある地域づくり
に関する施策について調査し、及び研究する。

１２人

新技術と社会づくりに
ＡＩ、ＩoＴなどの先端技術を活用した新産業の創

造や京都産業の多様性を生かし、人材確保策をはじめ
様々な分野の課題の解決を図るとともに、脱炭素社会
の実現に向けた施策について調査し、及び研究する。

１１人

文化力と価値創造に
伝統文化、生活文化などの継承・発展や文化と観

光、食、伝統産業、先端産業などあらゆる分野との融
合により、新たな価値を創造し、発信するための施策
について調査し、及び研究する。

１１人

特別委員会（名称、調査事項、委員定数）

関する

関する

関する

関する

関する



※１ ※３

※２ ※２ ※２

※２

※２

推進

等推進 対策

（注）※１　S47.7国鉄対策を国鉄・都市高速鉄道対策に改正
　 　 ※２　法定外委員会
　　  ※３　S33.7から設置

H24.5

H23.5

H22.12

H25.5

R1.5

H29.5

H27.5

広域行政・地域

H20.5

H19.5

H20.12

循環型社会・
　防災対策

振興対策

産業雇用
活性化

京都再生・
ブランド戦略

国体対策

建設促進
広域幹線道路

文化・スポーツ

振興

振興

利水対策

対策
少子高齢社会環境・防災対策

対策

スポーツ
振興対策

対策

国体推進

防災・治水

治水利水

特　別　委　員　会　の　変　遷

地方分権

地方分権 少子・高齢化

設置年月

淀川水系

総合対策

H11.5

総合開発

総合開発

近畿自動車道
等建設促進

淀川水系
対策

国鉄等対策

H3.5

R3.5

地方行政改革

国鉄対策 近畿自動車道
建設促進

総合開発・

貿易促進

・青少年対策

S54.5

S58.5

S62.5

H元.6

防災・水資源

対策
地域・文化

環境対策

資料４

R5.5

H15.5

公害対策同和推進

H7.5

H9.6

S46.5

S50.5

国鉄対策

鉄道網等

鉄道網対策

対策

広域交通

総合交通

H17.6

地球温暖化対策 防災・暮らしの安
心安全対策

「関西広域連合」に
関する

「関西広域連合（仮
称）」に関する

関西広域連合に
関する

少子・高齢社
会対策

文化スポーツ振
興・京都ブランド
戦略

公共交通機関・
道路整備対策

防災・危機管理対策 スポーツ振興広域交流連携促進 暮らしの安心・安全対策

防災危機管理・地
球温暖化対策・エネ
ルギー政策

防災危機管理・
地球温暖化対策

地域創生戦略に関する

子どもの健やかな育
みに関する

京都府行政の今後の
あり方に関する

高齢社会の安心・安
全対策

エネルギー政策

子育て環境の
充実に関する

持続可能な地域
社会に関する

新産業創造
文化・スポーツ
振興対策

産業の担い手の
確保・育成に関する

府民の安心・安
全な暮らしに関す
る

新技術を活用し
た社会創造

魅力ある地域づくり
に関する

安心・安全な暮ら
しに関する

文化力と価値創
造に関する

新技術と社会づ
くりに関する
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資料５

近年の京都府議会議員の選挙区・定数の検討状況について

１ 令和５年４月一般選挙に向けた検討（改正なしで一致）
(1) 協議の場 議会運営委員会選挙区・定数等小委員会

(2) 開催回数 ８回（令和４年８月 19日から 10月４日まで）
(3) 検討結果

○ 議員定数及び選挙区は、現状維持
〇 一票の較差の縮小や逆転選挙区の解消については、今後も検討が必要な課題と

して認識し、人口動態について注視していくことで一致

２ 平成３１年４月一般選挙に向けた検討（改正なしで一致）
(1) 協議の場 議会運営委員会選挙区・定数等小委員会

(2) 開催回数 ７回（平成 30年７月 13日から 10月３日まで）
(3) 検討結果

○ 議員定数は、多様な府民の意思を的確に府政に反映させるため、府民の理解が
得られる必要定数とするべきであるとの考え方で一致

○ 今回については、議員定数及び選挙区は、現状維持で一致。今後とも「一票の
較差」の状況について点検等を行い、必要があれば、是正がなされるよう努める

べきとの考え方で一致。

３ 平成２７年４月一般選挙に向けた検討
(1) 協議の場 議会運営委員会議会改革検討小委員会

(2) 開催回数 11 回（平成 26年３月３日から９月 18日まで）
(3) 検討結果

○ 公職選挙法の改正により選挙区の名称及び区域の表記について変更する必要
が生じたため、選挙区の名称は従来どおりとし、選挙区の区域の表示方法につい

ては、これまでの市名と郡名のみから、市名と郡名に町村名を追記
○ 総定数・選挙区ごとの定数については、一つの結論にとりまとめることは困難

であったため、小委員会においては表明された意見を整理し、議会運営委員会に
報告

（その後の経過）
平成 26年９月定例会において、以下の２件の議案が提案された。

＜案－１＞ 提出会派：自民
・「宇治市及び久世郡」を「１人」増員、「左京区」を「１人」減員

＜案－２＞ 提出会派：民主
・議員の定数、選挙区の定数は変更せず、選挙区の区域の表記のみ変更

賛成多数で「案－１」が可決・成立



４ 平成２３年４月一般選挙に向けた検討
(1) 協議の場 議会運営委員会選挙区・定数等小委員会
(2) 開催回数 ５回（平成 22年７月 21日から 10月７日まで）
(3) 検討結果

○ 「相楽郡」を「木津川市及び相楽郡」とする。
○ 議員定数と選挙区の定数について

◆「木津川市及び相楽郡」は「２人」とする。
◆議員定数、選挙区の定数については、これまでの検討の経過を踏まえながら、
次の案の表明がなされた。

＜案－１＞
  ・議員の定数は「62人」を「３人」減員、「１人」増員の「60人」とする
  ・「左京区」、「舞鶴市」、「南丹市及び船井郡」を「１人」減員

     ・「西京区」を「１人」増員
＜案－２＞
・議員の定数は「62人」を「１人」減員、「１人」増員
・「南丹市及び船井郡」を「１人」減員
・「西京区」を「１人」増員

    （その後の経過）

平成 22年９月定例会において、上記の２案が議案として提案された。
＜案－１＞ 提出会派：自民、公明、民主、創生
＜案－２＞ 提出会派：共産

賛成多数で「案－１」が可決・成立



選挙区・定数等に係る検討結果

令 和 ４ 年 1 0 月 5 日

議 会 運 営 委 員 会

選挙区・定数等小委員会

（選挙区・定数等に係る検討の経緯）

・ 京都府議会では、令和５年一般選挙に向けた議員の選挙区・定数等の取扱いに

ついて協議するため、令和４年７月２６日、議会運営委員会に「選挙区・定数等

小委員会」を設置し、公開の場で議論を重ねた。

・ 小委員会において取りまとめた結果は、以下に記載のとおりである。

１ 「選挙区・定数等の現状」の点検と課題

（１）点検の実施方法

・ 選挙区・定数等の現状について令和２年国勢調査人口を基準とし、点検を

実施した。

（２）点検に当たっての主な視点

・ 議員の総定数について（現行60人）

・ 選挙区の区割りについて（現行25選挙区）

・ 選挙区ごとの議員の定数について

・ 「一票の較差」について（現状、最大1.90倍）

・ 「逆転選挙区」について（現状、３通り）
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２ 検討の結果

各会派間で検討した結果について、次のとおり取りまとめる。

（１）基本的な考え方

① 府議会の役割

府議会は、この間の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に対し、随時、

臨時会を開催し、府内各地域における府民の意見の把握に努め、関係補正予算

等について審議するなど、二元代表制の一翼として、その役割を果たしてきた。

選挙区・議員定数は、府議会がこのような役割を十分に担えるように定める

必要がある。

② 人口比例と地域間の均衡

選挙区・議員定数は、人口比例を原則としながら、府民の幅広い意見をくみ

上げることができるよう、地域間の均衡を考慮する必要がある。

③ 府民の理解

選挙区・議員定数は、府民から十分に理解が得られる内容とする必要がある。

（２）検討内容

① 議員の総定数について

○ 現在の府議会の総定数（60人）は、旧地方自治法で定められていた上限数

（68人）と比べて少ない水準に抑えられており、コロナ禍や物価高等が府民

の生活を圧迫し、行政需要も高まる中では、幅広い府民のニーズを府政に十

分に反映するための総定数として、増員も含めた検討が考えられる。

○ しかしながら、府の国勢調査人口が減少し、また、他の都道府県において

総定数を維持又は削減していることからすれば、総定数については現行の定

数を維持すべきである。

② 「一票の較差」について

○ 一票の較差は縮小することが望ましいが、一方で府内における地域間の均

衡も考慮する必要がある。

○ 令和２年国勢調査人口による較差は、京都府においては最大で1.90倍に留

まっており、他の都道府県の状況や、最高裁判所の判例を考慮すると、直ち

に是正が必要な顕著な較差があるとはいえない。
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③ 「逆転選挙区」について

○ 逆転選挙区については、人口比例の原則から解消していくことが望ましい。

○ 一方で、総定数を維持したまま逆転選挙区を解消する場合、一部の選挙区

において定数の削減が必要となるが、そうした選挙区においては、人口動態

や行政需要などについて考慮すべき事情があり、直ちに定数を見直せる状況

にはない。

（３）まとめ

○ 以上の検討内容から、令和５年度の一般選挙の取扱いについては、議員の総

定数、選挙区の区割り及び選挙区ごとの議員の定数のいずれも現状維持とすべ

きである。

○ 一票の較差の縮小や逆転選挙区の解消については、今後も検討が必要な課題

として認識し、人口動態について注視していく。
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選挙区・定数等に係る検討結果

平成３０年１０月４日

選挙区・定数等小委員会

（選挙区・定数等に係る検討の経緯）

・ 京都府議会では、平成３１年一般選挙に向けた議員の選挙区・定数等の取扱い

について協議するため、平成３０年７月１２日、議会運営委員会に「選挙区・定

数等小委員会」を設置し、公開の場で議論を重ねた。

・ 小委員会において取りまとめた結論は、以下に記載のとおりである。

１ 「選挙区・定数等の現状」の点検等と課題

（１）点検等の実施方法

・ 選挙区・定数等の現状について点検等を実施し、課題を抽出する。

・ 点検等の実施に当たっては、平成27年国勢調査人口を基本とし、直近の推計人

口なども参考とする。

（２）点検等に当たっての主な視点

・ 「一票の較差」の状況（現状、最大1.76倍）

・ 「逆転選挙区」の状況（現状、２通り）

・ 市町村議会での決議（木津川市及び相楽郡の区域に係る定数関係）

・ 全国の趨勢（公職選挙法の改正の経過、他の都道府県の状況等）

・ 前期までの経過

・ 府民視点



２ 検討の結果

各派間で検討した結果について、次のとおり、取りまとめるものとする。

（１）「一票の較差」について

○ これまで、府議会としては「一票の較差」の是正に取り組んできたと

ころであるが、平成27年国勢調査人口による較差は、最大で1.76倍にと

どまっている。

○ 今回については、（２）のイのとおり、選挙区について現状維持とする

ので、今後とも、「一票の較差」の状況について点検等を行い、必要があ

れば、是正がなされるよう努めるべきである。

（２）議員定数及び選挙区について

ア 議員定数についての基本的方向性

○ 議員定数は、多様な府民の意思を的確に府政に反映させるため、府民

の理解が得られる必要定数とするべきである。

イ 平成３１年一般選挙の取扱いについて

○ 議員定数及び選挙区は、今回については、現状維持とする。
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